
洪水浸水想定区域の指定について（その他河川）

１. 社会的要請・背景

これまで、大河川である洪水予報河川や水位周知河川について、「想定し得る最大規模の
降雨」に対応した洪水浸水想定区域の指定対象とし、避難経路の確保やハザードマップ作成
等の避難計画措置を講じているところです。
一方、令和元年東日本台風等の近年の水害では、洪水予報河川、水位周知河川以外の中小

河川（その他河川）において、河川はん濫等による人的被害が発生しました。
このような状況を踏まえ、令和３年７月の水防法改正により、洪水予報河川・水位周知河

川に加え洪水による災害の発生を警戒すべき住宅等の防護対象のある河川（その他河川）が，
洪水浸水想定区域の指定対象に追加されました。

●近年の水災害の激甚化

２. 市町村におけるハザードマップの作成について（水防法第15条第3項）

浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は，想定最大規模における洪水を対象とし，洪
水浸水想定区域図に洪水予報等の伝達方法，避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の
確保を図るために必要な事項等を記載した洪水ハザードマップを作成が定められており，印
刷物の配布やインターネット等により，住民の方々に周知することが定められています。

●洪水ハザードマップの作成について

３. これまでの指定状況について（宮城県）

令和３年度までに，県全体で洪水予報河川３河川，水位周知河川３４河川，その他河川
４８河川，のべ８４河川の指定を行いました。（七北田川重複）
令和４年５月３１日に，新たに２８河川指定し，のべ１１２河川の指定となります。引き

続き，その他河川で洪水浸水想定区域図の作成を進め，令和５年度において２６河川の指定
を予定しています。
また、令和７年度までに住宅等の防護対象のある河川で指定予定としており、水害リスク

情報空白地の解消を図ります。

●洪水浸水想定区域指定の状況と今後の予定について

４. 令和４年度指定河川（北上川水系）
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